
 
 

 

大規模広域災害に備えた防災・減災対策等について 

 

近年、毎年のように数十年に一度と言われるような大災害が発生

している。防災上必要となる対策が追いついていない現状等を踏ま

え、これまでの災害対応や課題等を十分に検証した上で、既存の対

策を抜本的に見直し、かつ強力に推進していかなければならない。 

 

九州・山口地域においては、平成２８年熊本地震で多くの尊い人

命が奪われ、多数の家屋崩壊や道路・鉄道の寸断など甚大な被害を

もたらした。また、平成２９年７月九州北部豪雨並びに平成３０年 7

月豪雨では甚大な水害・土砂災害が発生した。 

平成２７年５月には口永良部島、平成３０年３月には霧島山（新

燃岳）で爆発的噴火が発生し、今後も噴火の可能性があるため、警

戒が必要である。 

さらに、近い将来の発生が予想されている南海トラフ地震におい

て、九州・山口地域は甚大な被害が想定されている。 

 

地域住民の生命・財産を守り、地域の経済社会活動を将来にわた

って維持するためには、道路、河川、砂防、治山、港湾、海岸、上

下水道、都市公園やダム等の社会インフラに加え、重要な産業施設

等の防災・減災対策を計画的かつ重点的に講じ、強靱な国土づくり

を迅速に進める必要がある。 

また、陸続きでない沖縄県については、防災上不利な地理的条件

にあることから、特段の配慮が必要である。 

 

国においては、平成２８年熊本地震、平成２９年７月九州北部豪

雨災害等からの復旧・復興に継続して重点的に取り組むとともに、

今後起こり得る大規模広域災害に備えた、国と地方が一体となった

防災・減災対策等に関し、以下の項目について適切に対応するよう

求める。 



 
 

１ 大規模広域災害に備えた防災・減災対策 

（１）南海トラフ地震等の大規模広域災害への対応 

南海トラフ地震等の大規模広域災害に備え、津波避難施設や河 

川・海岸施設等の整備並びに地方の応急対策に資する取組が進め 

られるよう、十分な予算の確保並びに財政支援の拡充等を講じる 

とともに、産業・雇用の中核であり、かつ災害時にも重要な役割 

を担うコンビナート施設等への災害予防対策を強化すること。 

さらに、国土強靱化を進め、迅速な復旧・復興を支援する広域 

防災拠点などの関連インフラの整備を加速させるため、緊急防 

災・減災事業債の対象の更なる拡充を図り、財政支援を強化する 

こと。 

加えて、南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ＷＧに 

おいて早急に具体的な防災対応の内容を示すととともに、国民へ 

の迅速・正確な震度・津波情報等の提供及び緊急的な防災体制の 

確立に資するため、南海トラフの西側の領域における地殻変動や 

地震津波の観測・監視体制（Ｎ－ＮＥＴ）の早期整備と震度情報 

ネットワークの再構築など、地震観測体制の充実強化に取り組む 

こと。 

 

（２）災害に強い道路ネットワークの構築 

平成２８年熊本地震では、過去の災害を契機に強固に改良された 

国道や道路ネットワークを活用して、九州東部からのガソリン供給 

のほか、九州・山口各地域からの物資供給が可能となったことから、 

災害に強い国土づくりに向けたリダンダンシー確保の重要性が再 

認識されたところである。 

ついては、九州横断自動車道延岡線や南九州西回り自動車道など 

の高規格幹線道路のミッシングリンクの早期解消、暫定２車線区間 

の４車線化はもとより、中九州横断道路、下関北九州道路、都城志 

布志道路及び有明海沿岸道路等の地域高規格道路や、これらを補完 

する道路の整備推進・耐震対策に必要な予算を確保すること。 

また、平成３０年３月の道路法改正により創設された「重要物流 



 
 

道路」の指定に当たっては、地域の意見を反映するとともに、指定 

された道路の整備については、補助事業等による重点支援を行うこ 

と。 

さらに、台風や豪雨災害などに伴う道路の損壊や通行止めにより、 

中山間地を中心に多くの集落が孤立する現状があることから、孤立 

防止を図るための予算を確保すること。 

 

（３）広域的な物流拠点の整備等に向けた支援 

平成２８年熊本地震では、県の広域防災活動拠点が被災し使用 

不能となる状況が生じたことから、国を主体とする救援物資保管 

施設等の整備を進めること。 

また、九州・山口各県では、近隣県の物資集積拠点の相互利用 

や、補完的施設としての民間物流施設の活用について検討を進め 

ていることから、広域的な物資集積拠点の整備や物流体制の構築 

に向けた取組に対し、支援を行うこと。 

加えて、陸続きでない島しょ部は、輸送交通手段が限られるな 

ど、地理的制約があることから、人や物資の輸送方法をはじめと 

する島しょ部への支援、とりわけ沖縄県への広域応援のあり方に 

ついて、国としても検討を進めること。 

 

（４）水害防止対策 

平成３０年７月豪雨災害など、近年、毎年のように数十年に一 

度と言われるような大水害が発生していることを踏まえ、これま 

での災害対応や課題等を十分に検証するとともに、ダムや河川改 

修、流域貯留施設の整備等の既存対策に加え、抜本的な治水対策 

を迅速かつ強力に推進することができるよう、特別枠を設けるな 

ど予算を大幅に増額すること。 

また、中小河川の再度災害を防止する観点から、幅広い改良復 

旧が可能となるよう補助要件を緩和するとともに、被害軽減対策 

として河床掘削や樹木伐採、堤防補強を行う場合の国庫補助制度 

を創設するなど、対策を強化すること。 



 
 

加えて、洪水等からの避難体制を迅速に構築し人命を守るため、 

防災情報提供のあり方を総合的に見直すなど、住民目線のソフト 

対策を加速させるための技術開発の推進、財政面の支援を強化す 

ること。 

 

（５）土砂災害対策 

平成２８年熊本地震、平成２９年７月九州北部豪雨及び平成 

３０年７月豪雨の経験等を踏まえ、がけ崩れや林地崩壊、土石流 

等の土砂・流木災害の発生を防止するため、砂防事業や治山事業、 

森林整備事業等を推進する十分な予算を確保すること。 

特に、流木化する可能性の高い立木を伐採し、広葉樹林化・針 

広混交林化を進めるなど、地方が行う災害に強い森林づくりに対 

する支援を行うとともに、流木捕捉効果の高いスリットダムの整 

備等、下流域への土砂・流木の流出対策に対する支援を着実に推 

進すること。 

さらに、土砂災害警戒区域等の早期指定・追加指定のために実 

施する基礎調査については、国費率の嵩上げや地方負担額への起 

債充当等、財政支援の拡充を図ること。 

 

（６）火山災害対策 

火山災害から人命を守るため、監視・観測体制の強化や予知に 

関する技術開発を進めるとともに、観測機器の整備や機能強化、 

避難体制の構築等に対する技術支援及び財政支援を拡充すること。 

また、降灰などが断続的に続いている地域では、農林水産業や 

観光業等への被害や悪影響が生じていることから、風評被害も含 

めた対策への支援を強化すること。 

 

（７）海洋ごみ及び水底土砂対策 

海域を漂流する流木等や堆積した土砂・瓦礫については、漁業や船 

舶の航行への影響が非常に大きいことから、海洋ごみの回収・処理等 

を継続的に実施できるよう必要な予算を確保するとともに、海底に堆 



 
 

積した土砂の速やかな回収・処理等、一層の対策を講ずること。 

また、豪雨等の災害により、漁場に流れ込んだ流木や堆積した土 

砂・瓦礫の除去について、災害復旧事業の対象となるよう、制度を創 

設・拡充すること。 

 

（８）災害救助法制度の見直し 

都道府県の裁量による適時的確な応急救助が可能となるよう、 

救助の期間や資金使途などの制約の撤廃等を行うとともに、家屋 

被害認定調査などの経費に対する災害救助法の適用範囲の拡大や 

災害救助費全般に係る国庫負担率の引上げなど、既存法律等の見 

直しを行うこと。 

 

（９）被災者生活再建支援制度の見直し 

現行被災者生活再建支援制度は、同一の災害で住宅等が被災し 

ても、市町村の全壊世帯数により、適用されない市町村が生じる 

等の問題があることから、一部市町村のみが適用となる自然災害 

が発生した場合には、関連する被災市町村も含めて支援対象とす 

るよう、制度の見直しを図ること。 

さらに、被災者支援の観点から、支援金を拡充し、半壊世帯・ 

一部損壊世帯を支給対象とするとともに、住宅だけでなく、宅地 

の復旧や店舗兼住宅等も支援対象とするほか、住宅被害が少なく 

被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当しない場合であっ 

ても、火山噴火等により避難が長期にわたり継続する場合は支援 

金を支給するなど、制度の見直しを図ること。 

加えて、制度の見直し等が行われるまでの間、国の制度の対象 

外となっている被災者に対し、地方が独自に支援する場合には、 

地方への財政支援を行うこと。 

併せて、被災者の意向に沿った住まいの再建ができるよう、応 

急救助から自立再建まで含めた総合的な支援制度を創設すること。 

 

 



 
 

（10）建築物の耐震化に対する支援 

不特定多数の者が利用する大規模建築物は、災害時の避難所等 

としての機能も期待されるため、早急な耐震化が求められている 

が、所有者や地方の負担の大きさが課題となっていることから、 

大規模建築物の耐震設計及び耐震改修に係る費用について必要な 

予算を確保するとともに、地方への財政支援の拡充等を図ること。 

また、災害時において重要な拠点となる防災拠点建築物や避難 

路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化に係る費用につい 

ても、同様の対策を講ずること。 

さらに、平成２８年熊本地震を教訓として、救急病院や福祉避 

難所も含めた避難所として活用される施設の耐震化や建替えに要 

する費用への補助制度を創設すること。 

 

（11）大阪府北部の地震を踏まえたブロック塀等の撤去・改修への

支援 

今後の災害に備え、通学路、学校施設、公共施設、避難路などの 

安全を確保するため、現行法令に適合しない又は危険な状態にあ 

るブロック塀等を早急に撤去・改修できるよう、国庫補助制度の 

創設・拡充等の財政支援を行うこと。 

 

（12）平成 30 年北海道胆振東部地震、台風第 21 号災害を踏まえた

ライフラインの強靱化等 

  大規模災害から地域住民の生命・財産を守り、地域の経済社会

活動を維持できるよう、その基盤となる電力・水道インフラ、交

通インフラなどライフラインの強靱化や液状化対策を推進するこ

と。 

 

２ 平成 28 年熊本地震の経験を踏まえた復旧・復興までの持続的な

支援 

被災者の生活再建や災害復旧・復興等には、長い年月と多額の

経費を要することから、今後の本格的な復旧・復興に向けて、中



 
 

長期的な財政措置の継続や予算の確保など、引き続き地方負担を

最小化するために必要な措置を講じること。 

また、平成２８年熊本地震対応のため講じられた特別な財政措

置等で、今後の大規模災害発生時に必要不可欠なものは勿論のこ

と、新たなまちづくりに向けた復興交付金制度の創設を含めて常

設化し、被災自治体が復旧・復興の取組に注力できるような仕組

みを構築すること。 

 

 

平成３０年１０月 
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